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第２章 現状と課題 

 

 

本章では、本市の自然的・社会的地域特性や、地球温暖化に 

対する市民・事業者の意識を把握した上で、本市の温室効果 

ガス排出量について現状を分析し、計画課題を整理します。 
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１. 津山市の地域特性 

(１) 自然環境特性 

 ◆ 位置及び地勢 ◆  

本市は、岡山県の北東部に位置し、北は鳥

取県、南は吉備高原に接しており、面積は

506.33km2で、県全体の約 7.1％を占めていま

す。北部の鳥取県境は、中国山地の一角を形

成する標高 1,000～1,200m の南面傾斜地で、

南部には標高 100～200m の津山盆地が広が

っています。標高差は約 1,000m ありますが、

概ね平坦な地勢となっています。 

津山盆地には市街地が形成されており、そ

の中央部を吉井川が貫流しています。吉井川

には、同じく中国山地を源流とする広戸川、

加茂川、倉見川などの多くの支川が合流して

います。 

 

表 主要な山岳と標高 

山岳名 
標 高 

(m) 
位 置 山岳名 

標 高 

(m) 
位 置 

天狗岩 1,196.6 
加茂町倉見・ 

苫田郡鏡野町境界 
山形仙 791.1 

新野山形・ 

奥津川・西上 

滝山 1,196.5 
大吉・ 

勝田郡奈義町境界 
甲山 777※  大吉 

三十人ヶ仙 1,171.7 
加茂町倉見・ 

苫田郡鏡野町境界 
矢筈山 756.4 

加茂町山下・ 

加茂町知和 

角ヶ仙 1,152.7 
加茂町倉見・ 

苫田郡鏡野町境界 
釈山 753.1 

加茂町物見・ 

鳥取県境界 

広戸仙 1,115※  大吉・奥津川 入道山 752.3 
上横野・ 

苫田郡鏡野町境界 

大ヶ山 989.8 
加茂町倉見・ 

加茂町知和・阿波 
烏山 701※  大篠・吉見・綾部 

桜尾山 956.3 
加茂町物見・ 

鳥取県境界 
寺山 681.6 

加茂町青柳・ 

加茂町戸賀・ 

加茂町黒木 

公郷仙 862※  
加茂町公郷・ 

加茂町下津川 
黒沢山 668※  東田辺 

大釈山 848.2 

加茂町公郷・ 

加茂町知和・ 

加茂町下津川 

矢倉山 659.5 

宮部上・ 

真庭市・ 

苫田郡鏡野町境界 

天狗寺山 831.8 
大篠・加茂町行重・ 

加茂町成安 
 

※：三角点及び標石のない標高点                （出典：津山市統計書）  

図 津山市の位置 
（出典：津山市統計書） 
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 ◆ 自然公園等の指定状況 ◆  

本市は、その大半を森や農地が占める自然に恵まれたまちであり、国・県・市は、次

の地区をそれぞれ自然公園等に指定し、保全に努めています。 

 

 

名 称 所 在 地 指定年月 

氷ノ山後山那岐山国定公園 
阿波、大岩、大吉、奥津川、加茂町青柳、 

加茂町倉見、加茂町黒木、加茂町知和 
昭和 44 年４月 

 

 

名 称 所 在 地 指定年月 

湯原奥津県立自然公園 加茂町倉見 昭和 45 年５月 

 

 

名 称 所 在 地 面積(ha) 指定年月 

矢筈山地域 加茂町知和・加茂町山下 84.7 昭和 57 年３月 

中山神社の社叢 一宮 6.78 平成 ４年３月 

 

 

名 称 所 在 地 指定年月 

山形八幡神社の森 新野山形 昭和 62 年３月 

物見神社の社叢 加茂町物見 平成 13 年３月 

宝蔵寺の森 加茂町齋野谷 平成 16 年３月 

 

 

名 称 所 在 地 面積(ha) 指定年月 

黒沢山地域 東田辺・山方・上横野 613 昭和 48 年９月 

 

 

名 称 所 在 地 面積(ha) 指定年月 

神楽尾山地域 総社・小原・上田邑・一宮 693 昭和 48 年９月 

神南備山地域 一方･井口･大谷･横山･八出･小桁･種 564 昭和 48 年９月 

  

① 自然公園法に基づく国定公園 

② 岡山県立自然公園条例に基づく県立自然公園 

③ 岡山県自然保護条例に基づく郷土自然保護地域 

④ 岡山県自然保護条例に基づく郷土記念物 

⑤ 津山市環境保全条例に基づく自然環境保護地区 

⑥ 津山市環境保全条例に基づく郷土自然保護地区 
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 ◆ 気 象 ◆  

本市の年平均気温及び年間降水量は、平年値(1981(昭和 56)～2010(平成 22)年)で

13.7℃、1,415.8 ミリとなっています。近年の最高気温は 35℃を上回ることが多い一方

で、冬季には最低気温が氷点下５℃を下回る年がほとんどで、寒暖差の大きい盆地性気

候の特徴が見られます。 

また、過去 30 年の平均気温について、平年値との差をとってその推移を見ると、

1998(平成 10)年以降は平年値を上回る年が続いており、変動しながら上昇する傾向が見

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年間降水量及び気温 

（1986(昭和 61)年～2015(平成 27)年） 
（資料：気象庁、アメダス津山観測所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年平均気温と平年値との差の推移 

（1986(昭和 61)年～2015(平成 27)年） 
（資料：気象庁、アメダス津山観測所） 
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 ◆ 再生可能エネルギー ◆  

本市における再生可能エネルギー等の賦存量※及びそれらの導入による二酸化炭素削

減効果を、新エネビジョン策定時に実施した調査において、次表のように試算しました。 

 

表 再生可能エネルギー等の賦存量・二酸化炭素削減効果 

再生可能エネルギー等 

の種類 

利用形態 賦存量 

(原油換算 kL) 

二酸化炭素 

削減効果 

（t-CO2） 熱利用 発電 

太陽光発電  ○ 69,627 184,512 

太陽熱利用 ○  10,441 27,669 

風力発電  ○ 178,954 474,228 

木質バイオマス ○  27,846 73,793 

農業系バイオマス ○  6,961 18,446 

畜産系バイオマス ○  1,025 2,715 

廃棄物熱利用 ○  9,865 26,142 

ＢＤＦ製造 ○  704 1,865 

小水力発電  ○ 6,320 16,749 

クリーンエネルギー自動車    3,753 

（資料：津山市地域新エネルギービジョン【2010(平成 22)年２月】） 

  ※賦存量：再生可能エネルギー導入における時間的制約や社会的条件等を考慮しない、純粋に

物理的な潜在量を推計したもの。 

 

2014(平成 26)年度に行った「住民参加による低炭素都市形成計画策定モデル事業」報

告書によると、本市では、再生可能エネルギー導入について、固定価格買取制度開始か

ら、2014(平成 26)年 9 月末時点で、移行認定分も含め 2,843 件、容量にして 33,034kW

の設備が稼働（98％太陽光発電 2％水力発電）しています。新エネビジョンに基づき、

原油換算すると約 8,300kL となり、二酸化炭素削減効果は約 22 千 t-CO₂となります。 
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(２) 社会環境特性 

 ◆ 人口・世帯数 ◆  

2015(平成 27)年の国勢調査において、本市の人口は 103,746 人、世帯数は 40,303 世

帯となっています。本市は、2005(平成 17)年に、加茂町、阿波村、勝北町、久米町との

合併を経て現在の市域になりました。現在の市域における推移をみると、昭和 40 年代か

ら人口・世帯数とも緩やかな増加傾向にありましたが、人口は 1995(平成７)年をピーク

に減少に転じ、また、世帯数は近年横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口・世帯数の推移（各年 10 月 1 日現在） 
（資料：国勢調査、H12 以前の数値は津山市、加茂町、阿波村、勝北町、久米町の合計） 

 

 

 ◆ 産業構造 ◆  

2014(平成 26)年度の産業別従業者

の内訳をみると、第三次産業従業者数

の割合が 76.9％で最も多くなってい

ます。また、経年的な推移では、第三

次産業従業者数が 2001(平成 13)年と

比べて約７ポイント増加し、産業の高

次化がうかがえる一方で、第一次産業

従業者もわずかながら増加していま

す。市内の事業所数・従業者数は、

2006(平成 18)年までは、ともに減少

傾向にありましたが、その後一旦増加

し、再び減少に転じて、2014(平成 26)

年度には 5,176 事業所、46,381 人と

なっています。 

  

0.3%

0.9%

29.6%

22.2%

70.2%

76.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H13

H26

第一次産業 第二次産業 第三次産業

図 産業別従業者の内訳（公務除く） 
（資料：津山市統計書） 
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本市の総農家数、経営耕地面積はともに年々減少しており、2015(平成 27)年度の総農

家数は 5,180 戸、経営耕地面積は 3,493ha となっています。農家のうち、専業農家・兼

業農家（第１種、第２種）を合わせた販売農家は全体の 64.9％で、農家のおよそ３戸に

１戸は自給的農家です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年における本市の製造業関連の事業所数、従業者数は、ほぼ横ばいに推移しており、

2014(平成 26)年度はそれぞれ 205 事業所、5,985 人となっています。また、市全体の製

造品出荷額等は、年間概ね 2,000 億円前後で推移しています。2014(平成 26)年度は 2,025

億円であり、そのおよそ半分を機械関係の事業所が占めています。 

 

  

① 農 業 
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35.1%

総農家数5,180戸

（H27年度）

図 販売農家・自給的農家の内訳（2015(平成 27)年度）【左】 

図 総農家数・経営耕地面積の推移【右】 
（資料：津山市統計書） 

② 工 業 

図 製造品出荷額等の業種別内訳（2014(平成 26)年度）【左】 

図 製造業関連の事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移【右】 
（資料：津山市統計書） 
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2014(平成 26)年度の本市の商店数は 1,038 店舗で、そのうちの 77.1％を小売業が占

めています。小売業を営む商店数は年々減少する傾向が見られるのに対して、従業者数

は 2014(平成 26)年度に増加しています。また、増加傾向にあった売場面積は、2007(平

成 19)年度をピークに減少に転じ、2014(平成 26)年度は 169,230 ㎡となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 土地利用 ◆  

民有地面積について地目別割合をみると、山林・その他が約 67％で最も多くなってい

ます。田・畑が微減、宅地が微増していますが、その割合に近年目立った変化はありま

せん。また、市街地の土地利用として、2017(平成 29)年４月 11 日現在の都市計画用途

地域の指定状況をみると、住居系が 60.7％で最も多く、次いで工業系(27.2％)、商業系

(12.1％)となっています。 

 

  

③ 商 業 
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図 卸売業・小売業の内訳（2014(平成 26)年度）【左】 

図 小売業における商店数・従業者数・売場面積の推移【右】 
（資料：津山市統計書） 
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図 都市計画用途地域の指定状況（2017(平成 29)年４月 11 日現在）【左】 

図 民有地面積の地目別割合の推移【右】 
（資料：津山市統計書） 
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 ◆ 交 通 ◆  

本市の自動車登録台数はおよそ 100,000 台で、ほぼ横ばいに推移しています。車種別

では、貨物、乗合、乗用車、原動機付自転車（原付）の減少傾向が見られる半面、軽四

輪や二輪車が増加しています。 

鉄道では、JR 津山駅の定期利用者が減少傾向にあるため、全体の利用者数も減少して

います。 
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図 自動車登録台数の推移 
（資料：津山市統計書） 
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 ◆ 廃棄物 ◆  

 

 

本市のごみ排出量（集団回収を除く）は、2010(平成 22)年度までは減少傾向にありま

したが、それ以降は年間 31,000 トン前後で横ばいに推移しています。内訳では、可燃ご

みが全体の 85％近くを占めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015(平成 27)年度末現在、本市の下水道普及率は 36.2％です。下水道に接続されてい

ないし尿・生活排水は主に各家庭等に設置された浄化槽等で処理されています。１日平

均汚水処理量は 2011(平成 23)年度まで増加傾向にありましたが、その後はほぼ横ばい

に推移しており、2015(平成 27)年度末では 16,495m3となっています。 

 

  

① ご み 

図 ごみ排出量の推移 
（資料：津山市統計書） 
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２. 地球温暖化に対する市民・事業者の意識 

(１) 地域推進計画に関する意識・取組調査の概要 

 

 

地域推進計画の推進にあたり、市民の地球温暖化対策の認知度、実施状況などを把握

するとともに、目標達成状況を確認し、今後の施策へ反映させることを目的としていま

す。 

 

 

 

■市民アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業者アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

① 目 的 

② 実施方法 

○調査区域：津山市内全域 

○調査対象：津山市の住民基本台帳に登録されている 18 歳以上の市民 

○標 本 数：2008(平成 20)年 9,975 人（回答数 3,193 人、回答率 38.0％） 

      2011(平成 23)年 2,000 人（回答数  583 人、回答率 29.2％） 

2016(平成 28)年 2,000 人（回答数  593 人、回答率 29.7％） 

○抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出 

○調査方法：郵送方式（料金受取人払いの返信用封筒を添えて郵送） 

○調査区域：津山市内全域 

○調査対象：津山市内事業者 

○標 本 数：2008(平成 20)年 300 事業者(回答数 94 事業者、回答率 31.3％） 

2011(平成 23)年 300 事業者(回答数 82 事業者、回答率 27.3％） 

2016(平成 28)年 300 事業者(回答数 117 事業者、回答率 39.0％) 

○抽出方法：事業者リストから無作為抽出 

○調査方法：郵送方式（料金受取人払いの返信用封筒を添えて郵送） 
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(２) 地域推進計画に関する意識・取組調査の結果（2016(平成 28)年） 

 ◆ 地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体 ◆  

地球温暖化防止に配慮した行動は、「市民・事業者・市民団体・行政が協力して行う」

と考えている人の割合が 60.1％で最も多数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 地球温暖化による影響への関心 ◆  

地球温暖化による様々な影響のうち、「豪雨や干ばつの増加」、「食糧事情の悪化」、「農

業への影響」に対しては、いずれも回答者の半数以上が関心を示しています。近年は、

全国各地で大雨による被害が続いていることもあり、中でも「豪雨や干ばつの増加」へ

の関心が高まっていることがうかがえます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政が中心と

なって行う
28.3%

事業者が中心と

なって行う
5.7%

市民や市民団体が

中心になって行う
2.4%

市民・事業者・

市民団体・行政が
協力して行う

60.1%

わからない

1.5%

無回答

2.0%

地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体

回答者

593人

図 地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体 
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食糧価格の高騰

その他

地球温暖化による影響への関心

第1順位

第2順位

第3順位

（n＝593）

470

図 地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体 
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 ◆ 地球温暖化防止の取り組みに対する認知度 ◆  

これまで進めてきた地球温暖化防止の取り組みの中で、「内容を知っており、取り組ん

でいる」とする回答が最も多かったのは「クールビズ」でした。これに「内容を知って

いる」とする回答を加えると、「クールビズ」（90.7％）のほか、「エコドライブ」（74.1％）、

「ウォームビズ」（63.4％）が半数を超え、これら３つの取り組みが市民の間に比較的浸

透していることがうかがえます。 

その半面、「アースキーパーメンバーシップ制度」、「ハロー！環境技術」、「我が家の環

境大臣」については、60％以上の割合で「聞いたことがない」と答えています。また、

「COOL CHOICE」も半分以上の人が「聞いたことがない」と回答しているため、今後の普

及啓発が課題といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 地球温暖化防止の取り組みに対する認知度 
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 ◆ 地球温暖化防止に向けて優先的に実施すべき取り組み ◆  

優先的に実施すべき取り組みとして、「省エネを心掛けるなど、ライフスタイルを見直

す」ことをあげる人が最も多く、次に「ごみの減量やリサイクルに努める」、「太陽光発

電や風力発電など二酸化炭素排出の少ないエネルギーの使用を進める」が続いています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 地球温暖化防止行動の実践状況 ◆  

具体的な行動では、冷暖房機器や照明等をこまめに消すこと、洗剤などの詰替え製品

を購入することに関して、80％以上の人が日頃から実践しており、市民のライフスタイ

ルとして定着していることがうかがえます。その一方で、自動車の利用を控えることや

冷暖房機器の温度設定などの快適さに関わる行動、使わない家電製品の待機電力の消費

抑制などの一手間かかる行動などは、比較的実践度が低くなっています。 

  

図 地球温暖化防止に向けて優先的に実施すべき取り組み 
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電気カーペットの温度設定は

こまめに調整している

冷暖房機器は不必要なつけっぱなし

をしないように気を付けている

省エネ型の電球型蛍光灯を

使用している

人のいない部屋の照明は、

こまめに消灯している

テレビを付けっぱなしにしたまま、
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パソコンは、使わないときには

電源を切っている

パソコンの電源設定は、
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食器洗い乾燥機を使うときは

まとめて洗っている

洗い物をするとき給湯器の温度設定
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冷蔵庫の庫内の温度設定は
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冷蔵庫は壁から
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開けている時間を短くしている

煮物などの下ごしらえに

電子レンジを活用している

電気ポットは長時間使わないときは

コンセントからプラグを抜いている

洗濯するときは、まとめて

洗うようにしている

お風呂は、間隔をおかずに
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シャワーのときに、
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省エネルギー型のものを選ぶ

掃除機やエアコンのフィルターを

定期的に清掃している
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を使用している
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を使用している
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お店での過剰包装を断っている
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節水に心がけている

庭、ベランダ等で緑化を進めている

近くへの用はなるべく歩くか

自転車で行っている

できるだけ自家用車より

公共交通機関を利用している

地球温暖化防止40項目の取り組み状況

（n＝593）
実施している 5割程度

実施している
該当しない

無回答
あまり実施していない

電気製品は、使わないときはコンセントから

プラグを抜き、待機電力を少なくしている

図 地球温暖化防止 40 項目の取り組み状況 
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また、「実施している」割合（実施率）を全項目で平均すると 60％弱で、過去からの調

査結果の推移をみても大きな進展はなく、目標値（2018(平成 30)年度 68.8％）を下回っ

ている状況です。そうした中で、マイバッグの持参などの６項目については、「実施して

いる」割合の増加が見られます。これに対して「実施している」割合が減少傾向にある

取り組みは、緑化や公共交通機関の利用など５項目となっています。 
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庭、ベランダ等で緑化を進めている 近くへの用はなるべく歩くか

自転車で行っている

できるだけ自家用車より

公共交通機関を利用している
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用途にあったものを選んでいる

煮物などの下ごしらえに

電子レンジを活用している

温水洗浄便座のふたは、

使わないときには閉めている

洗剤などは詰め替え用商品を

購入している

お店での過剰包装を断っている マイバッグ（買い物袋）を持参し、

レジ袋を断っている

図 地球温暖化防止 40 項目の取り組み状況の推移 



第２章 現状と課題 

35 

第
２
章 

現 

状 

と 

課 

題 

(３) 事業者の意識・取り組みの実態 

 ◆ 地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体 ◆  

地球温暖化防止に配慮した行動は、市民と同様に「市民・事業者・市民団体・行政が

協力して行う」（55.5％）と考えている事業者の割合が最も多数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 地球温暖化防止の取り組みに対する認知度 ◆  

市民と同じく「クールビズ」については、「内容を知っており、取り組んでいる」とす

る回答が最も多くなっています。「内容を知っている」とする回答を加えると、「クール

ビズ」が 88.9％、「ウォームビズ」が 76.9％となっています。 

「アースキーパーメンバーシップ制度」については、回答者の 65.8％が「聞いたこと

がない」と答えています。また、「COOL CHOICE」も現状はまだ十分に浸透していないた

め、今後の普及啓発が課題といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政が中心と

なって行う
35.9%

事業者が中心と

なって行う
2.6%

市民や市民団体が

中心になって行う
0.9%

市民・事業者・

市民団体・行政が

協力して行う

55.5%

わからない

3.4%

無回答

1.7%

地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体

回答者

117事業者

図 地球温暖化防止に配慮した行動の推進主体 

8.5%

59.0%

47.0%

1.7%

16.2%

29.9%

29.9%

12.0%

24.8%

6.8%

10.3%

16.2%

44.5%

0.9%

6.8%

65.8%

6.0%

3.4%

6.0%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COOL CHOICE

クールビズ

ウォームビズ

アースキーパー

メンバーシップ制度

地球温暖化防止の取り組みの認知度

（n＝117）

聞いたこと

がある

内容を

知っている
無回答内容を知っており

取り組んでいる
聞いたこと

がない

図 地球温暖化防止の取り組みに対する認知度 



  

36 

第
２
章 

現 

状 

と 

課 

題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 地球温暖化防止に向けて優先的に実施すべき取り組み ◆  

優先的に実施すべき取り組みとして、「ごみの減量やリサイクルに努める」、「省エネを

心掛けるなど、ライフスタイルを見直す」ことをあげる事業者が半数を超えています。

特に「省エネを心掛けるなど、ライフスタイルを見直す」ことを第一に考えている事業

者が多いようです。 
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ごみの減量や

リサイクルに努める

省エネを心掛けるなど、

ライフスタイルを見直す

太陽光発電や風力発電など

二酸化炭素排出の少ない…

植林など二酸化炭素を

吸収する緑を増やす

家電製品等でのエネルギー

消費効率を改善する

環境教育・学習を充実させる

工場等においての

エネルギー効率を高める

物流対策などによる

運輸交通体系を改善する

環境情報を広く提供する

京都メカニズムの

国際的取り組みを展開する

二酸化炭素を固定する

技術などを研究し開発する

税制改正や優遇措置充実など

経済的取り組みを展開する

その他

地球温暖化防止に向けて優先的に実施すべき取り組み

第1順位

第2順位

第3順位

（n＝117）

太陽光発電や風力発電など

二酸化炭素排出の少ない

エネルギーの使用を進める

64

図 地球温暖化防止に向けて優先的に実施すべき取り組み 

45.7%

50.0%

59.0%

34.0%

37.8%

47.0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008年 2011年 2016年

「内容を知っており取り組んでいる」事業者割合の推移
（クールビズ・ウォームビズ）

クールビズ

ウォームビズ

図 地球温暖化防止の取り組みに対する認知度（続き） 
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 ◆ 地球温暖化防止への取り組み状況 ◆  

地球温暖化防止に向けた取り組み意向としては、「収益が悪化しない範囲で取り組む」

とする事業者の割合が最も多くなっています。 

また、自主的な目標を設定し、具体的な取り組みを「実行している」事業者の割合は

35.9％で、「現在検討中である」事業者（17.1％）を加えると、過半数が何らかの取り組

みを進める意向であることがうかがえます。 

環境マネジメントシステムについては、１割強の事業者が国際規格である ISO14001 や

中小企業向け規格であるエコアクション 21 などを取得していると回答しています。「取

得する予定である」（0.9％）、「今後、取得に向けて検討する」（7.7％）、「財政的な支援

があれば取得したい」（19.7％）を加えると、約 40％の事業者が自らの事業活動に環境

配慮の仕組みを取り入れることに、前向きな意向を持っていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収益性を最優先する

5.1%

収益が悪化しない

範囲で取り組む

53.8%

収益が多少悪化

しても取り組む

7.7%

積極的に

環境保全に努める

19.7%

わからない

13.7%

地球環境保全と収益性の関係

回答者

117事業者

図 地球環境保全と収益性の関係 

実行している

35.9%

現在検討中である

17.1%

実行する

予定はない
12.8%

わからない

32.5%

無回答

1.7%

地球環境保全に向けた目標設定と具体的な取り組み

回答者

117事業者

図 目標設定と具体的な取り組み 

すでに取得

している
12.8%

取得する

予定である

0.9%

今後、取得に

向けて検討する
7.7%

財政的な支援が

あれば取得したい

19.7%

取得する

つもりはない

23.9%

わからない

34.1%

無回答

0.9%

環境マネジメントシステムの取得状況

回答者

117事業者

図 環境マネジメントシステムの取得状況 
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 ◆ 地球温暖化防止行動の実践状況 ◆  

具体的な行動では、環境保全に関する従業員研修の実施、従業員のマイカー通勤自粛、

公共交通機関の利用の３項目を除く 25項目については、概ね 50％以上実施されており、

事業活動における環境配慮がある程度定着していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.3%

44.5%

73.6%

46.2%

30.8%

85.4%

38.5%

50.4%

56.4%
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暖房は20℃を目安に

温度設定をしている

冷房は28℃を目安に

温度設定をしている

冷暖房機器は不必要なつけっぱなし

をしないように気を付けている

昼休みの照明はほとんど消している

省エネ型の電球型蛍光灯や

電球型LED灯を使用している

人のいない部屋の照明は、

こまめに消灯している

ＯＡ機器等は省エネルギー型の

ものを購入している

パソコンやコピー機等は

待機電力を減らす設定をしている

コピー用紙には

再生紙を使用している

コピー用紙の使用量を減らしている

（両面コピー等）

包装・梱包の削減、再利用を

すすめている

洗い物をするとき給湯器の温度設定

をできるだけ低くしている

温水洗浄便座の温度は

控えめに設定している

温水洗浄便座のふたは、

使わないときには閉めている

電気製品は、使わないときは

コンセントからプラグを抜き、…

エアコンのフィルターを

定期的に清掃している

紙、金属缶、ガラスびんなどは、

回収ボックスを設置し分別回収する

エコマーク等の環境ラベル付きの

商品を購入している

古紙を使ったトイレットペーパー

を使用している

使い捨て製品（紙コップ等）は

使わない

洗剤などは詰め替え用商品を

購入している

事業所内や周辺の緑化に努めている

環境保全に関する従業員研修

を実施している

低公害車や低燃費車を購入している

従業員のマイカー通勤は

自粛させている

公園や道路の清掃など

地域活動へ参加している

近くへの用はなるべく歩くか

自転車で行っている

できるだけ自家用車より

公共交通機関を利用している

地球温暖化防止28項目の取り組み状況

（n＝117）
実施している 5割程度

実施している
該当しない

無回答あまり実施していない

電気製品は、使わないときはコンセントから

プラグを抜き、待機電力を少なくしている

図 地球温暖化防止 28 項目の取り組み状況 
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しかし、「実施している」割合（実施率）を全項目で平均すると 50％弱で、市民同様、

過去からの調査結果の推移をみても大きな進展はなく、目標値（2018(平成 30)年度

62.4％）を下回っている状況です。そうした中で、緑化や従業員研修などの４項目につ

いては、「実施している」割合の増加が見られます。これに対して「実施している」割合

が減少傾向にある取り組みは、公共交通機関の利用など６項目となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.6

0.8
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1.2
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「実施している」割合が減少傾向にある取り組み
（2008年調査の結果を1.0とした場合）

包装・梱包の削減、再利用を

すすめている

洗い物をするとき給湯器の温度設定

をできるだけ低くしている

電気製品は、使わないときは

コンセントからプラグを抜き、
待機電力を少なくしている

使い捨て製品（紙コップ等）は

使わない

近くへの用はなるべく歩くか

自転車で行っている

できるだけ自家用車より

公共交通機関を利用している

0.8

1.0

1.2

1.4

2008年 2011年 2016年

「実施している」割合が増加傾向にある取り組み
（2008年調査の結果を1.0とした場合）

昼休みの照明はほとんど消している コピー用紙の使用量を減らしている

（両面コピー等）

事業所内や周辺の緑化に努めている 環境保全に関する従業員研修

を実施している

図 地球温暖化防止 28 項目の取り組み状況の推移 
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３. 温室効果ガス排出量の現況 

(１) 温室効果ガスの排出起源、部門・分野の区分 

本計画で算定対象とする温室効果ガスの種別、部門・分野は、次表のとおりとします。 

また、これらの温室効果ガス排出量は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアル（算定手法編）Ver1.0」（2017(平成 29)年３月、環境省）に基づいて算定

するものとします。 

 

 

表 計画で算定対象とした温室効果ガスの種別と排出部門・分野 

起源 
温室効果 

ガス種別 
部門・分野 部門・分野の説明 対応する業種等 

エネル
ギー起
源 CO2 

CO2 産業部門 第一次産業及び第二次産業、すなわち

農林水産業、鉱業、建設業（以下この

３つの部門を総称し「非製造業」とい

う。）及び製造業に属する法人ないし

個人の産業活動により消費されたエ

ネルギー量であって、運輸部門に関す

るものを除く量を計上する部門。 

製造業 

建設業・鉱業 

農林水産業 

業務その他 
部門 

産業・運輸部門に属さない企業・法

人のエネルギー消費であって、運輸

部門に関するものを除く量を計上す

る部門（小売業、サービス業、公的

機関など）。 

事務所ビル 

飲食店 

卸・小売業 

学校・試験研究機関 

病院・医療系施設 

ホテル・旅館 

劇場・娯楽場 

その他サービス業 

家庭部門 個人世帯の活動により直接消費され

たエネルギー量であって、マイカー

等運輸部門に関するものを除く量を

計上する部門。 

家庭 

運輸部門 人・物の輸送及びこれに付帯する業

務に伴い消費されるエネルギー量を

計上する部門。マイカーも運輸部門

に含まれる。 

自動車（運輸業、バス、

自家用車） 

鉄道 

エネル
ギー起
源 CO2 

以外 

CH4、N2O 農業分野（エ
ネルギー消
費以外によ
るもの） 

農業活動（水田・施肥、家畜の飼養、

農業廃棄物の焼却）に伴うもの。た

だしエネルギー消費によるものは産

業部門に含まれる。 

耕作 

畜産 

農業廃棄物 

CO2、CH4、 
N2O 

廃棄物分野 焼却処分、排水処理によるもの。 

※排水処理については、策定・実施

マニュアルの区分（終末処理・し

尿処理・生活排水処理）に基づい

て算定する。 

一般廃棄物の焼却 

終末処理 

し尿処理 

生活排水処理 
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なお、本計画で算定対象外とした温室効果ガスの種別と排出部門・分野とその理由は、

下表のとおりです。 

 

表 計画で算定対象外とした温室効果ガスの種別と排出部門・分野及びその理由 

 

 

 

 

 

  

起源 ガス種別 算定対象外とした理由

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・市内に対象となる発生源がない。

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・市内に対象となる発生源がない。

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。

CO2、CH4、N2O

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・市内に化学コンビナート等の大規模な
　排出源がない。

焼却
処分

産業
廃棄物

CO2、CH4、N2O
・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。

一般
廃棄物

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・埋立処分廃棄物には、算定対象廃棄物
　が混入していない。

産業
廃棄物

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。

排水
処理

工場
廃水

CH4、N2O
・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。

CO2、CH4、N2O

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・算定に必要なデータが不十分である。

HFCs、PFC、

SF6、NF3

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・算定に必要なデータが不十分である。

エネルギー

起源CO2
CO2

運輸
部門

船舶

工業プロセス分野

ＣＨ4、N2O

エネルギー転換部門

エネルギー

起源CO2

以外
廃棄物
分 野

CH4

・人口20万人未満の市町村において把握
　が望まれる項目ではない。
・算定に必要なデータが不十分である。

部門・分野

航空

代替フロン等４ガス分野

燃料の
燃焼分野

燃料の燃焼

自動車走行

原燃料使用等

埋立
処分
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(２) 基準年における温室効果ガス排出量 

基準年である 2013（平成 25）年度において、津山市全体の温室効果ガス排出量は 944.2

千 t-CO2で、全体の約 96％をエネルギー起源 CO2が占めています。 

部門・分野別では、産業部門が 323.7 千 t-CO2(34.3％)と最も多く、次いで業務その他

部門 235.6 千 t-CO2(25.0％)、運輸部門 206.8 千 t-CO2(21.9％）、家庭部門 136.7 千 t-

CO2(14.5％)の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 温室効果ガス排出量の部門・分野別内訳（2013 年度） 

  

(単位：千t-CO2)

温室効果ガス排出量

起源 【2013（平成25）年】

300.3

建設業 ・鉱業 19.8

農林 水産業 3.6

部門計 323.7

235.6

136.7

202.2

4.6

部門計 206.8

小　計 902.9

水田 11.9

肥料の 使用 0.5

残さの すき込み 0.0

家畜 飼養 8.1

家畜 排せつ 物管理 5.4

0.0

分野計 25.8

焼却処分 一般 廃棄物 13.3

終末 処理 0.4

し尿処理 0.1

生活排水処理 1.7

分野計 15.5

小　計 41.3

944.2
※四捨五入のため、合計値の小数点以下が整合しない場合があります。

項      目

部門・分野

製造業

非製造業

合　　　計

産業部門

運輸部門

農業分野

廃棄物 分野

エネルギー

起源CO2

エネルギー

起源CO2以外

農業廃棄物 の焼却

畜産

耕作

排水処理

業務その他部門

家庭部門

自動車

鉄　道

産業部門

34.3%

業務その他部門

25.0%

家庭部門

14.5%

運輸部門

21.9%

農業分野

2.7%
廃棄物分野

1.6%

総排出量

944.2千ｔ-CO2

【2013(H25)年】
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(３) 温室効果ガス排出量の推移 

 ◆ 総排出量 ◆  

津山市全体の温室効果ガス排出量は、2014(平成 26)年度において 918.3 千 t-CO2であ

り、基準年（2013(平成 25)年度）比 2.7％の減少となっています。 

部門別の内訳では、産業部門が 320.5 千 t-CO2(34.9％)と最も多く、次いで業務その

他部門 232.4 千 t-CO2(25.3％）、運輸部門 207.0 千 t-CO2(22.5％)、家庭部門 117.5 千 t-

CO2(12.8％)の順となっています。基準年（2013(平成 25)年度）と比較すると、排出量は

運輸部門を除くすべての部門・分野で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 温室効果ガス排出量の部門別推移（2013、2014 年度） 
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我が国の温室効果ガス排出量は、2005(平成 17)年度以降、概ね 13 億～14 億 t-

CO2前後で増減を繰り返しており、近年では 2013(平成 25)年度をピークに減少に

転じています。ガス別の内訳では、二酸化炭素が全体の約 93％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 我が国の温室効果ガス排出量の推移 

（出典：環境省ホームページ、 

温室効果ガス排出量の算定結果 2015年度(平成 27年度)温室効果ガス排出量【確報値】） 

温室効果ガスの排出状況①（国） 

 

岡山県内の 2013(平成 25)年度の温室効果ガス排出量は、5,364 万 t-CO2であ

り、1990(平成２)年度比で 11.8%増加しています。しかしながら、2005(平成 17)

年度以降は減少傾向が見られ、2014(平成 26)年度（暫定値）は前年比で約 1.7％

の減少が見込まれています。 

ガス別の内訳では、二酸化炭素が全体の 97.8%を占めており、12.6%（588 万

t-CO2）増加しています。また、全ての部門で排出量が増加しており、エネルギー転

換部門（89.8％、216 万 t-CO2増）、家庭部門（71.6％、177 万 t-CO2増）、業

務部門（54.9％、148 万 t-CO2増）で 50％を超える著しい増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 岡山県内の温室効果ガス排出量の推移 

（出典：岡山県地球温暖化防止行動計画） 

温室効果ガスの排出状況②（岡山県） 
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 ◆ 主体別排出量 ◆  

 

 

2014(平成 26)年度の温室効果ガス総排出量のうち、家庭部門、運輸部門の一部（自家

用車からの排出にあたる部分）、廃棄物分野は、主に市民の日常生活に起因しています。

これらの排出量は約 194 千 t-CO2で、本市の総排出量の約 21％となっています。 

内訳では、「電力」（約 47％）及び「ガソリン・軽油」（約 31％）が高い割合を占めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 主に市民の日常生活に起因する排出量 

自動車の使用による温室効果ガス排出量は、運輸部門の一部として推計していますが、そのうち、市民

が自家用車として使用している割合を正確に把握することは困難です。そのため、2014(平成 26)年度

の全国値の割合を参考に、運輸部門全体の 29.4％が自家用車によるものと仮定しました。 

電 力

47%

都市ガス

2%

ガソリン・軽油

31%

その他燃料

12%

廃棄物

8%

2014年度排出量

194千t-CO2

図 主に市民からの排出にあたる 

温室効果ガスの内訳 

家 庭

13%

運輸(自家用)

6%

廃棄物

2%

産 業

35%

業務その他

25%

運輸(業務用)

16%

農業(CO2以外)

3%

2014年度排出量

918千t-CO2

主に市民が排出
（約21％）

図 本市の温室効果ガス総排出量の 

部門別内訳 
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2014(平成 26)年度の温室効果ガス総排出量のうち、産業部門、業務その他部門、運輸

部門の一部（自家用車以外からの排出にあたる部分）、農業分野は、主に事業活動に起因

しています。これらの排出量は、約 724 千 t-CO2で、本市の総排出量の約 79％となって

います。 

内訳では、「電力」（約 49％）が極めて高い割合を占めています。 

 

 

 

  

② 主に事業活動に起因する排出量 

家 庭

13%

運輸(自家用)

6%

廃棄物

2%

産 業

35%

業務その他

25%

運輸(業務用)

16%

農業(CO2以外)

3%

2014年度排出量

918千t-CO2

主に事業者が排出
（約79％）

図 本市の温室効果ガス総排出量の 

部門別内訳 

電 力

49%

都市ガス

2%

ガソリン・軽油

20%

その他燃料

25%

農業(CO2以外)

4%

2014年度排出量

724千t-CO2

図 主に事業者からの排出にあたる 

温室効果ガスの内訳 
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 ◆ 部門・分野別排出量 ◆  

 

 

 2014(平成 26)年度における製造業の温室効果ガス排出量は、基準年と比べてほとんど

変化はありません。製造品出荷額が増加した一方で、電力の排出係数（消費電力あたり

の温室効果ガス排出量）は低下しています。製造品出荷額等あたりの排出量は、約 11.7％

改善しています。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（産業部門(製造業)） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 300.3 300.0 

参考① 製造品出荷額等（万円） 17,901,586 20,251,613 

参考② 電力の排出係数（千 t-CO2/百万 kWh） 0.719 0.706 

参考出典：①津山市統計書（資料：工業統計調査） 

②中国電力(株)ホームページ（実排出係数） 

 

 

 

 2014(平成 26)年度における建設業・鉱業の温室効果ガス排出量は、基準年から約

12.4％の減少となっています。この要因として、従業者数の減少により活動量自体が減

少しているほか、設備機械等の燃費向上等の効果が考えられます。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（産業部門(建設業・鉱業)） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 19.8 17.3 

参考 建設業・鉱業の従業者数（人） 4,235 3,271 

参考出典：津山市統計書（資料：経済センサス基礎調査） 

 

 

 

2014(平成 26)年度における農林水産業（エネルギー消費によるもの）の温室効果ガス

排出量は、基準年から約 10.5％の減少となっています。この要因として、従業者数の減

少により活動量自体が減少し、生産のために消費するエネルギー量が減少していること

が考えられます。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（産業部門(農林水産業)） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 3.6 3.2 

参考 農林水産業の従業者数（人） 464 435 

参考出典：経済センサス基礎調査 

  

① 産業部門（製造業） 

② 産業部門（建設業・鉱業） 

③ 産業部門（農林水産業：エネルギー消費によるもの） 
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 2014(平成 26)年度における業務その他部門の温室効果ガス排出量は、基準年から

1.4％の減少となっています。従業者数は微増した一方で、電力の排出係数（消費電力あ

たりの温室効果ガス排出量）は低下しています。従業者数あたりの排出量は、約 1.7％

改善しています。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（業務その他部門） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 235.6 232.4 

参考① 業務その他の業種の従業者数（人） 39,035 39,170 

参考② 電力の排出係数（千 t-CO2/百万 kWh） 0.719 0.706 

参考出典：①経済センサス基礎調査 

②中国電力(株)ホームページ（実排出係数） 

 

 

 

2014(平成 26)年度における家庭部門の温室効果ガス排出量は、基準年から約 14.1％

の減少となっています。電力の排出係数の低下に加え、世帯数の増加を上回る節電等の

エネルギー消費抑制が、排出量の削減につながったものと考えられます。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（家庭部門） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 136.7 117.5 

参考① 世帯数（世帯） 44,519 44,670 

参考② 電力の排出係数（千 t-CO2/百万 kWh） 0.719 0.706 

参考出典：①津山市統計書（資料：住民基本台帳） 

②中国電力(株)ホームページ（実排出係数） 

 

 

 

 2014(平成 26)年度における運輸部門（自動車）の温室効果ガス排出量は、基準年と比

べてほとんど変化はありません。活動量としては、全体の自動車走行量がわずかに増加

している半面、貨物輸送に係る自動車走行量はわずかに減少しています。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（運輸部門(自動車)） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 202.2 202.4 

参考① 自動車走行量（全体、百万 km） 688 689 

参考② 自動車走行量（貨物系、百万 km） 207 205 

参考出典：①、②全国市区町村 CO2表示システム（環境省）による推計結果 

  

④ 業務その他部門 

⑤ 家庭部門 

⑥ 運輸部門（自動車） 
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 2014(平成 26)年度における運輸部門（鉄道）の温室効果ガス排出量は、基準年から約

2.2％の増加となっています。この要因として、鉄道の運転用燃料（軽油）使用量の増加

が考えられます。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（運輸部門(鉄道)） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 4.6 4.7 

参考 運転用燃料(軽油)使用量（kL） 909.8 925.3 

参考出典：鉄道事業年報（国土交通省 鉄道局）をもとに推計 

 

 

 

2014(平成 26)年度における農業分野（エネルギー消費によるもの以外）の温室効果ガ

ス排出量は、基準年から約 1.5％の減少となっています。この要因として、農作物の作付

面積の減少が考えられます。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（農業分野） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 25.8 25.4 

参考① 水田の作付面積（ha） 2,799 2,704 

参考② 家畜飼養（乳用牛＋肉用牛、頭） 3,979 3,979 

参考③ 家畜飼養（採卵鶏、羽） 59,300 59,300 

参考出典：①、②、③津山市統計書（資料：津山市農業再生協議会、農林業センサス） 

注）②、③の実績値に変化がないのは、農林業センサスの調査が５年ごとに実施されることによる。 

 

 

 

 2014(平成 26)年度における廃棄物分野の温室効果ガス排出量は、基準年と比べてほとん

ど変化はありません。主な活動量として、一般廃棄物焼却処理量、下水処理量がほぼ横ばい

で推移しているほか、し尿及び浄化槽人口は減少しています。 

表 部門別の温室効果ガス排出量推計（廃棄物分野） 

年  度 
基準年 

2013 年度 

現況年 

2014 年度 

温室効果ガス排出量（千 t-CO2） 15.5 15.5 

参考① 一般廃棄物焼却処理量（ｔ） 27,619 27,548 

参考② 下水処理量（千 m3） 5,829 5,842 

参考③ し尿及び浄化槽人口（人） 77,510 76,827 

参考出典：①、②、③津山市統計書及び津山市一般廃棄物処理基本計画（資料：津山市各担当課） 

  

⑦ 運輸部門（鉄道） 

⑧ 農業分野（エネルギー消費によるもの以外） 

⑨ 廃棄物分野 
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(４) 温室効果ガス排出状況の比較 

 ◆ 国・県との比較 ◆  

本市の基準年及び現況年における部門・分野別温室効果ガス排出状況について、国全

体及び岡山県全体と比較すると、以下のとおりです。 

▼基準年と比べて現況排出量は減少 

・2014(平成 26)年度における本市の温室効果ガス排出量は、運輸部門を除く各部門・

分野において、基準年（2013(平成 25)年）より減少しています。 

・エネルギー転換部門、代替フロン等４ガス分野など、本市では算定対象外の部門・

分野を除き、国全体及び岡山県全体においても、概ね同様な傾向が見られます。 

▼本市の１人あたり排出量は全国的に見て平均的な水準 

・本市の算定対象部門・分野における１人あたりの温室効果ガス排出量を国全体と

比べると、本市の排出量はほぼ同等であり、平均的な水準といえます。一方、岡

山県全体の１人あたりの排出量は、産業部門の排出量が突出している影響で高い

水準となっています。 

 

表 温室効果ガス排出量の比較（2013、2014 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※共通する「産業部門」、「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸部門」の合計をもとに算出。 

注１)岡山県はメタン、一酸化二窒素を一括して計上。そのため、「燃料の燃焼分野」等には「廃棄物分野」も含む。 
注２)岡山県の「廃棄物分野」は二酸化炭素のみの排出量。 

資料出典：津山市）今回推計値  

岡山県）「温室効果ガス排出量の状況（平成 25 年度・平成 26 年度速報値） 」（平成 29 年 3 月、岡山県） 
国全体）2013 年度（平成 25 年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について（平成 27 年 4 月、環境省） 

2014 年度（平成 26 年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について（平成 28 年 4 月、環境省） 

人口資料：津山市）津山市統計書 

岡山県）住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省） 

国全体）推計人口（各年 10 月 1 日現在）  

基準年
（2013年度）

2014年度
(確報値)

基準年
（2013年度）

2014年度
(速報値)

基準年
（2013年度）

2014年度
(今回推計値)

産業部門 429 426 3,267 3,246 323.7 320.5

業務その他部門 279 261 417 399 235.6 232.4

家庭部門 201 192 425 388 136.7 117.5

運輸部門 225 217 445 431 206.8 207.0

エネルギー転換部門 101 94 456 474 ― ―

燃料の燃焼分野 7.9 7.6 ― ―

工業プロセス分野 49.2 48.3 ― ―

農業分野 40.3 39.1 25.8 25.4

廃棄物分野 37.1 37.4 99 75 15.5 15.5

代替フロン等４ガス分野 38.7 42.1 54 60 ― ―

合　計 1,408 1,364 5,364 5,274 944.2 918.3

参考：人口（千人） 127,298 127,083 1,945 1,940 106 105

※1人当たり排出量(t-CO2) 8.9 8.6 23.4 23.0 8.6 8.4

排出量(百万t-CO2) 排出量(万t-CO2) 排出量(千t-CO2)

国全体 岡山県 津山市

201 200
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図 部門・分野別温室効果ガス排出量（国全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 部門・分野別温室効果ガス排出量（岡山県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 部門・分野別温室効果ガス排出量（津山市） 
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<国全体の特徴> 

・2014(H26)年度は、基準

年比 3.1％減少 

・排出量は代替フロン等

４ガス分野、廃棄物分

野を除く部門・分野で

減少 

・排出割合は、産業部門、

廃棄物分野、代替フロ

ン等４ガス分野で微増 

<岡山県全体の特徴> 

・2014(H26)年度は、基準

年比 1.7％減少 

・排出量はエネルギー転

換部門、代替フロン等

４ガス分野で増加、他

の部門・分野で減少 

・排出割合は、産業部門、

エネルギー転換部門で

増加 

<本市の特徴> 

・2014(H26)年度は、基準

年比 2.7％減少 

・排出量は運輸部門で増

加、廃棄物分野は横ば

い、その他の部門・分野

で減少 

・排出割合は、家庭部門で

減少、その他の部門・分

野で増加 
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４. 課題の整理 

(１) 全般的な課題 

 

○日常生活や事業活動において、本市ではこれまでも、各主体が省エネルギーに対

する様々な取り組みを推進してきましたが、実施率はあまり伸びていません。国

の温室効果ガス削減目標が明確に示されたことを踏まえ、今後さらなるエネルギ

ー使用の効率化や省エネルギー技術の導入、省エネルギー行動への取り組みが課

題となっています。 

○本市では、公共施設への太陽光発電システム導入や、住宅用太陽光発電システム

設置補助事業をはじめとして、再生可能エネルギーの導入に努めてきました。今

後も省エネルギーの推進と合わせて、再生可能エネルギーの利用を積極的に進め

ていく必要があります。 

○近年は、各地で集中豪雨などの異常気象による自然災害や、猛暑による熱中症の

発生が増えています。それらが地球温暖化に伴う気候変動による影響である可能

性を考慮し、暮らしやまちづくりにおいて適応していく必要があります。 

 

(２) 部門・分野別に見た課題 

 

 

○産業部門からの排出が市全体のおよそ３分の１を占めており、その多くが電力の

使用に起因していると考えられることから、引き続き節電やエネルギーの効率的

な使用に努め、さらなる省エネルギーを進めていく必要があります。 

○製造業では、生産性の向上を目指す中で省エネルギー技術の導入・開発に取り組

み、エネルギー消費原単位の削減を進めてきました。今後もそれらの取り組みを

継続し、温室効果ガス排出量の削減と産業の発展の両立を図ることが重要です。 

 

 

 

○業務その他部門からの排出が市全体のおよそ４分の１を占めており、その多くが

電力の使用に起因していると考えられることから、引き続き節電やエネルギーの

効率的な使用に努め、さらなる省エネルギーを進めていく必要があります。 

○小売業やサービス業では、市民のライフスタイルに対応して、営業時間が長時間

化する傾向にあります。一方、オフィス等では、働き方改革などによって勤務形

態の多様化が進んでいます。このため、従業員の省エネルギー行動の促進を図る

とともに、省エネルギー機器や再生可能エネルギーの導入、建物自体の省エネル

ギー化などを通じて、エネルギーマネジメントを強化していく必要があります。  

① 産業部門 

② 業務その他部門 
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○一人ひとりが省エネルギーに対する理解を深め、節電等の省エネルギー行動を徹

底することで、引き続き世帯あたりのエネルギー消費量の削減に努めていくこと

が重要です。 

○省エネルギー型家電製品の購入や、断熱性能の向上などの住宅の省エネルギー化、

太陽光発電システム等の再生可能エネルギー導入に努めるとともに、エネルギー

使用量や発電量の「見える化」などを通じて、楽しみながら省エネルギーを実践

できる仕組みを構築していく必要があります。 

 

 

 

 

○運輸部門からの排出の大部分は、自動車走行に起因するものであることを踏まえ、

エコドライブの実践などを通じて、運転者一人ひとりが排出削減に配慮していく

必要があります。 

○ハイブリッド車や電気自動車などの次世代自動車の普及を図るなど、自動車の低

燃費化を促進していく必要があります。 

○高齢化社会に対応して、公共交通サービスの利便性のさらなる向上や、駅周辺を

中心としたコンパクトシティの形成など、まちづくりの視点から対策を講じる必

要があります。 

○モーダルシフトや共同輸配送など、輸送形態の転換を促し、貨物輸送に係る温室

効果ガスの排出削減を目指すことが重要です。 

 

 

 

 

○農作物等による健全な炭素循環を確保するため、現状の生産活動を維持していく

ことが重要です。 

 

 

 

 

○廃棄物分野からの排出の大部分は、一般廃棄物の焼却に起因するものであること

を踏まえ、3R（スリーアール）の推進を通じて資源が循環する地域社会を目指し、

さらなるごみの減量化や分別収集の徹底を図る必要があります。 

  

③ 家庭部門 

④ 運輸部門 

⑤ 農業分野 

⑥ 廃棄物分野 



  

54 

第
２
章 

現 

状 

と 

課 

題 

(３) 市民・事業者の意識の現状から見た課題 

 

 

○地球温暖化防止行動の推進は、市民・事業者・市民団体・行政が協力して行うもの

と考えている市民が多数を占めていることから、津山市地球温暖化対策協議会な

どが引き続き中心となって取り組みを進めていくことが重要です。 

○地球温暖化による影響として、豪雨や干ばつの増加、食糧事情の悪化、農業への

影響などに対する関心が高くなっています。市民の不安感の解消に向けて、これ

らの影響への適応策を検討していく必要があります。 

○実施率が伸びていない緑化や公共交通機関の利用などのほか、地球温暖化防止の

取り組みとして、引き続きクールビズ、エコドライブ、ウォームビズを積極的に

普及啓発し、快適さを享受でき手間のかからない「COOL CHOICE」の浸透を図って

いく必要があります。 

○省エネルギーなどのライフスタイルの見直しや、ごみの減量・リサイクル、太陽

光発電等の再生可能エネルギーの利用などに優先的に取り組んでいく必要があり

ます。 

 

 

 

 

○市民同様、地球温暖化防止行動の推進は、市民・事業者・市民団体・行政が協力し

て行うものと考えている事業者が多数を占めていることから、津山市地球温暖化

対策協議会が引き続き中心となって取り組みを進めていくことが重要です。 

○地球温暖化防止の取り組みとして、クールビズ、ウォームビズは定着しています

が、「COOL CHOICE」などに対する認知度は低いため、実施率が伸びていない公共

交通機関の利用などを含めて、今後も積極的に取り組んでいく必要があります。 

○事業者の地球温暖化防止に取り組む姿勢には前向きさが感じられるものの、収益

が悪化しない範囲で取り組みたいとする意向が多数であるため、事業活動に環境

配慮の仕組みを取り入れて経済性との両立を図る必要があります。 

○ごみの減量・リサイクル、省エネルギーなどのライフスタイルの見直しなどに、

優先的に取り組むとともに、今後は、環境保全に関する従業員研修や、従業員の

マイカー通勤の見直しなどにも取り組んでいく必要があります。 

 

 

① 市 民 

② 事業者 


